
昭
和
五
十
一
年
運
輸
省
令
第
三
号

船
舶
油
濁
等
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則

油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
五

号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
船
舶

油
濁
等
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十

五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る

用
語
の
例
に
よ
る
。

（
船
舶
内
の
場
所
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
十
四
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
タ
ン
カ
ー
内
の
場
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
と
す

る
。

一
　
貨
物

そ
う艙

内

二
　
燃
料
タ
ン
ク
内

三
　
ス
ロ
ッ
プ
タ
ン
ク
内

（
混
合
物
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
十
四
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
混
合
物
は
、
次
に
掲
げ
る
混
合
物
と
す
る
。

一
　
水
バ
ラ
ス
ト
で
あ
っ
て
貨
物
油
又
は
燃
料
油
を
含

む
も
の

二
　
貨
物

そ
う艙

の
洗
浄
水
で
あ
っ
て
貨
物
油
又
は
燃
料
油

を
含
む
も
の

三
　
ビ
ル
ジ
で
あ
っ
て
燃
料
油
を
含
む
も
の

（
特
定
海
域
）

第
四
条
　
法
第
十
三
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
海
域
は
、
次
に
掲
げ
る
海
域
と
す
る
。

一
　
東
京
湾
（
千
葉
県
洲
埼
灯
台
か
ら
神
奈
川
県
剣
埼

灯
台
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海

域
を
い
う
。
）

二
　
伊
勢
湾
（
愛
知
県
渥
美
郡
渥
美
町
大
山
三
角
点
か

ら
三
重
県
石
鏡
灯
台
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ

り
囲
ま
れ
た
海
域
を
い
う
。
）

三
　
瀬
戸
内
海
（
和
歌
山
県
紀
伊
日
ノ
御
埼
灯
台
か
ら

徳
島
県
蒲
生
田
岬
灯
台
ま
で
引
い
た
線
、
愛
媛
県
佐

田
岬
灯
台
か
ら
大
分
県
関
埼
灯
台
ま
で
引
い
た
線
、

山
口
県
六
連
島
灯
台
か
ら
五
六
度
四
、
八
〇
〇
メ
ー

ト
ル
の
地
点
か
ら
〇
度
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で

引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
二
七
〇
度
一
、
七
二
〇
メ

ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
山
口

県
六
連
島
鵜
ノ
石
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
ウ
ド
ノ

鼻
か
ら
二
二
三
度
四
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引

い
た
線
、
同
地
点
か
ら
一
三
三
度
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
二
四
四
度
八

七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か

ら
福
岡
県
和
合
良
島
島
頂
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
頂

か
ら
二
五
七
度
二
、
九
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で

引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
二
四
六
度
三
〇
分
に
陸
岸

ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
を

い
う
。
）

（
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
の
交
付
の
申
請
）

第
五
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
書
面
（
以
下
「
タ
ン
カ

ー
保
障
契
約
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明

書
交
付
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
の
交
付
の
申
請
は
、
当

該
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
に
係
る
保
障
契
約
に
お

け
る
保
障
期
間
の
開
始
日
（
当
該
保
障
契
約
に
つ
い
て

既
に
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書

の
有
効
期
間
が
満
了
し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
有
効

期
間
の
満
了
す
る
日
）
の
三
月
前
か
ら
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
　
第
一
項
の
申
請
を
代
理
人
に
よ
り
行
う
場
合
に
あ
っ

て
は
、
申
請
書
に
そ
の
権
限
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
）

第
六
条
　
法
第
十
七
条
第
四
項
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書
再

交
付
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
を
、
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
が
損

傷
し
、
又
は
そ
の
識
別
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
タ
ン
カ
ー
保

障
契
約
証
明
書
を
地
方
運
輸
局
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
が

滅
失
し
た
こ
と
に
よ
り
再
交
付
を
行
っ
た
場
合
は
、
当

該
滅
失
し
た
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
が
無
効
で
あ

る
こ
と
を
告
示
す
る
。

４
　
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
手
数
料
）

第
七
条
　
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
タ
ン
カ
ー
保
障

契
約
証
明
書
の
交
付
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
の
再
交
付
を
申
請
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
交
付
の
申
請
　
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
一
枚

に
つ
き
七
千
円
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政

の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い

う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
六
千
九
百
円
）

二
　
再
交
付
の
申
請
　
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
一

枚
に
つ
き
六
千
円
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
五
千
九
百
円
）

２
　
前
項
の
手
数
料
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入

印
紙
を
第
五
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
申
請
書
に

貼
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
の
様
式
）

第
八
条
　
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
の
様
式
は
、
第
三

号
様
式
に
よ
る
。

（
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
の
有
効
期
間
）

第
九
条
　
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
の
有
効
期
間
は
、

交
付
又
は
再
交
付
の
日
（
交
付
の
日
が
、
保
障
契
約
の

保
障
期
間
の
開
始
日
前
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
保
障
契

約
に
つ
い
て
既
に
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
の
交
付

を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
交
付
を
受
け

た
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
の
交
付
の
日
が
既
に
交

付
を
受
け
て
い
る
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
（
以
下

「
旧
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
有
効

期
間
の
満
了
す
る
日
前
で
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
保
障
契
約
の
保
障
期
間
の
開
始
日
又
は
旧

タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
の
有
効
期
間
の
満
了
す
る

日
の
翌
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
保

障
期
間
の
満
了
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
期
間
が
当
該
交
付
又
は
再
交
付
の
日
か
ら
一

年
を
超
え
る
場
合
は
、
一
年
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約

証
明
書
の
有
効
期
間
の
満
了
前
に
当
該
タ
ン
カ
ー
保
障

契
約
証
明
書
に
係
る
保
障
契
約
が
効
力
を
失
う
こ
と
と

な
っ
た
と
き
は
、
当
該
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
も

そ
の
時
に
お
い
て
効
力
を
失
う
。

（
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
の
記
載
事
項
の
変
更
の

届
出
）

第
十
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
を
行
お
う

と
す
る
者
は
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書

記
載
事
項
変
更
届
出
書
を
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
特
定
油
量
の
報
告
）

第
十
一
条
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
報
告
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
毎
年
二
月
十
五

日
ま
で
に
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
の
交
付
の
申
請
）

第
十
二
条
　
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

七
条
第
一
項
の
書
面
（
以
下
「
一
般
船
舶
等
保
障
契
約

証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書
交
付
申
請

書
を
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
の
交
付
の
申
請
は
、

当
該
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
に
係
る
保
障
契
約

に
お
け
る
保
障
期
間
の
開
始
日
（
当
該
保
障
契
約
に
つ

い
て
既
に
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
の
交
付
を
受

け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
般
船
舶
等
保
障
契

約
証
明
書
の
有
効
期
間
が
満
了
し
て
い
な
い
と
き
は
、

当
該
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
）
の
三
月
前
か
ら
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
）

第
十
三
条
　
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

七
条
第
四
項
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第

二
号
様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書
再
交
付
申
請
書
を

地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
を
、
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
が

損
傷
し
、
又
は
そ
の
識
別
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
に
よ

り
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
一
般
船
舶

等
保
障
契
約
証
明
書
を
地
方
運
輸
局
長
に
返
納
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書

が
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
り
再
交
付
を
行
っ
た
場
合
は
、

当
該
滅
失
し
た
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
が
無
効

で
あ
る
こ
と
を
官
報
に
公
示
す
る
。

４
　
第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
手
数
料
）

第
十
四
条
　
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
船
舶

等
保
障
契
約
証
明
書
の
交
付
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
の
再
交
付
を
申

請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
交
付
の
申
請
　
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
一

枚
に
つ
き
七
千
円
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
六
千
九
百
円
）

二
　
再
交
付
の
申
請
　
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書

一
枚
に
つ
き
六
千
円
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六

1



条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
五
千
九
百
円
）

２
　
前
項
の
手
数
料
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入

印
紙
を
第
十
二
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
申
請
書

に
貼
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
の
様
式
）

第
十
五
条
　
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
の
様
式
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
。

一
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一

種
特
定
船
舶
　
第
六
号
様
式

二
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二

種
特
定
船
舶
　
第
七
号
様
式

（
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
の
有
効
期
間
）

第
十
六
条
　
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
の
有
効
期
間

は
、
交
付
又
は
再
交
付
の
日
（
交
付
の
日
が
、
保
障
契

約
の
保
障
期
間
の
開
始
日
前
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
保

障
契
約
に
つ
い
て
既
に
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書

の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
交
付

を
受
け
た
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
の
交
付
の
日

が
既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証

明
書
（
以
下
「
旧
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
」
と

い
う
。
）
の
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
前
で
あ
る
と
き

に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
保
障
契
約
の
保
障
期
間

の
開
始
日
又
は
旧
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
の
有

効
期
間
の
満
了
す
る
日
の
翌
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
か
ら
保
障
期
間
の
満
了
す
る
日
ま
で
の
期

間
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
が
当
該
交
付
又
は
再

交
付
の
日
か
ら
一
年
を
超
え
る
場
合
は
、
一
年
と
す

る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
船
舶
等
保
障
契

約
証
明
書
の
有
効
期
間
の
満
了
前
に
当
該
一
般
船
舶
等

保
障
契
約
証
明
書
に
係
る
保
障
契
約
が
効
力
を
失
う
こ

と
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証

明
書
も
そ
の
時
に
お
い
て
効
力
を
失
う
。

（
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
の
記
載
事
項
の
変
更

の
届
出
）

第
十
七
条
　
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

八
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、

第
四
号
様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書
記
載
事
項
変
更

届
出
書
を
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
保
障
契
約
の
締
結
を
証
す
る
書
面
）

第
十
八
条
　
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
保
障
契
約
の
締
結

を
証
す
る
書
面
は
、
一
般
船
舶
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事

項
（
同
項
に
規
定
す
る
保
障
契
約
の
契
約
書
の
写
し
に

記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
除
く
。
）
を
証
す
る
書
面
と

す
る
。

一
　
名
称

二
　
船
舶
番
号
又
は
信
号
符
字

三
　
国
際
海
事
機
関
船
舶
識
別
番
号

四
　
国
籍

五
　
総
ト
ン
数

六
　
保
障
契
約
の
有
効
期
間

七
　
保
障
契
約
が
一
般
船
舶
等
油
濁
損
害
（
法
第
二
条

第
十
六
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
次
号
並
び
に

第
二
十
七
条
第
十
三
号
ニ
及
び
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
塡
補
す
る
保
険
契
約
又
は
そ
の
賠
償
の
義
務
の
履

行
を
担
保
す
る
契
約
で
あ
る
こ
と
。

八
　
保
障
契
約
に
よ
る
一
般
船
舶
等
油
濁
損
害
を
塡
補

す
る
た
め
の
保
険
金
額
又
は
賠
償
の
義
務
の
履
行
が

担
保
さ
れ
て
い
る
額

（
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
の
交
付
の
申
請
）

第
十
九
条
　
法
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

七
条
第
一
項
の
書
面
（
以
下
「
難
破
物
保
障
契
約
証
明

書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

第
一
号
様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書
交
付
申
請
書
を

地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
の
交
付
の
申
請
は
、
当
該

難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
に
係
る
保
障
契
約
に
お
け
る

保
障
期
間
の
開
始
日
（
当
該
保
障
契
約
に
つ
い
て
既
に

難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
の
有
効
期

間
が
満
了
し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
有
効
期
間
の
満

了
す
る
日
）
の
三
月
前
か
ら
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
）

第
二
十
条
　
法
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

七
条
第
四
項
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第

二
号
様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書
再
交
付
申
請
書
を

地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
を
、
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
が
損
傷

し
、
又
は
そ
の
識
別
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
難
破
物
保
障
契

約
証
明
書
を
地
方
運
輸
局
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
が
滅

失
し
た
こ
と
に
よ
り
再
交
付
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該

滅
失
し
た
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
が
無
効
で
あ
る
こ

と
を
官
報
に
公
示
す
る
。

４
　
第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
手
数
料
）

第
二
十
一
条
　
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
難
破
物

保
障
契
約
証
明
書
の
交
付
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
の
再
交
付
を
申
請
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
交
付
の
申
請
　
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
一
枚
に

つ
き
七
千
円
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
し
て
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六

千
九
百
円
）

二
　
再
交
付
の
申
請
　
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
一
枚

に
つ
き
六
千
円
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

五
千
九
百
円
）

２
　
前
項
の
手
数
料
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入

印
紙
を
第
十
九
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
申
請
書

に
貼
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
の
様
式
）

第
二
十
二
条
　
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
の
様
式
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
。

一
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一

種
特
定
船
舶
　
第
八
号
様
式

二
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二

種
特
定
船
舶
　
第
九
号
様
式

（
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
の
有
効
期
間
）

第
二
十
三
条
　
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
の
有
効
期
間

は
、
交
付
又
は
再
交
付
の
日
（
交
付
の
日
が
、
保
障
契

約
の
保
障
期
間
の
開
始
日
前
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
保

障
契
約
に
つ
い
て
既
に
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
の
交

付
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
交
付
を
受

け
た
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
の
交
付
の
日
が
既
に
交

付
を
受
け
て
い
る
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
（
以
下

「
旧
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
有
効
期

間
の
満
了
す
る
日
前
で
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
保
障
契
約
の
保
障
期
間
の
開
始
日
又
は
旧
難

破
物
保
障
契
約
証
明
書
の
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
の

翌
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
保
障
期

間
の
満
了
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
期
間
が
当
該
交
付
又
は
再
交
付
の
日
か
ら
一
年
を
超

え
る
場
合
は
、
一
年
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
難
破
物
保
障
契
約
証

明
書
の
有
効
期
間
の
満
了
前
に
当
該
難
破
物
保
障
契
約

証
明
書
に
係
る
保
障
契
約
が
効
力
を
失
う
こ
と
と
な
っ

た
と
き
は
、
当
該
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
も
そ
の
時

に
お
い
て
効
力
を
失
う
。

（
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届

出
）

第
二
十
四
条
　
法
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
八
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者

は
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書
記
載
事
項

変
更
届
出
書
を
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
保
障
契
約
の
締
結
を
証
す
る
書
面
）

第
二
十
五
条
　
法
第
五
十
三
条
第
三
項
の
保
障
契
約
の
締

結
を
証
す
る
書
面
は
、
一
般
船
舶
に
係
る
次
に
掲
げ
る

事
項
（
同
項
に
規
定
す
る
保
障
契
約
の
契
約
書
の
写
し

に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
除
く
。
）
を
証
す
る
書
面

と
す
る
。

一
　
名
称

二
　
船
舶
番
号
又
は
信
号
符
字

三
　
国
際
海
事
機
関
船
舶
識
別
番
号

四
　
国
籍

五
　
総
ト
ン
数

六
　
保
障
契
約
の
有
効
期
間

七
　
保
障
契
約
が
難
破
物
除
去
損
害
（
我
が
国
の
領
域

内
に
お
け
る
法
第
二
条
第
十
七
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

掲
げ
る
措
置
に
要
す
る
費
用
の
負
担
に
よ
り
生
ず
る

損
害
に
限
る
。
次
号
並
び
に
第
二
十
七
条
第
十
三
号

ニ
及
び
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
塡
補
す
る
保
険
契

約
又
は
そ
の
賠
償
の
義
務
の
履
行
を
担
保
す
る
契
約

で
あ
る
こ
と
。

八
　
保
障
契
約
に
よ
る
難
破
物
除
去
損
害
を
塡
補
す
る

た
め
の
保
険
金
額
又
は
賠
償
の
義
務
の
履
行
が
担
保

さ
れ
て
い
る
額

（
保
障
契
約
情
報
の
通
報
の
方
法
）

第
二
十
六
条
　
法
第
五
十
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ

る
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
か
ら
本
邦
内
の
港
に
入
港

（
特
定
海
域
へ
の
入
域
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
、

第
三
項
及
び
次
条
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
よ

う
と
す
る
特
定
船
舶
（
特
定
海
域
に
入
域
を
す
る
タ
ン

カ
ー
及
び
一
般
船
舶
を
除
く
。
）
の
船
長
が
行
う
通
報

は
、
本
邦
内
の
港
に
入
港
を
す
る
日
の
前
日
（
そ
の
日

が
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年

法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政

機
関
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
前
に
お
い
て

そ
の
日
に

も
近
い
行
政
機
関
の
休
日
で
な
い
日
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
正
午
ま
で
に
入
港
を

し
よ
う
と
す
る
本
邦
内
の
港
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局

長
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
五
十
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
本
邦
以

外
の
地
域
の
港
か
ら
特
定
海
域
に
入
域
を
し
よ
う
と
す

2



る
特
定
船
舶
で
あ
っ
て
本
邦
内
の
港
に
入
港
を
す
る
予

定
の
あ
る
も
の
の
船
長
が
行
う
通
報
は
、
特
定
海
域
に

入
域
を
す
る
日
の
前
日
の
正
午
ま
で
に
、
特
定
海
域
へ

の
入
域
後
に
入
港
を
し
よ
う
と
す
る
本
邦
内
の
港
を
管

轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
五
十
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
本
邦
以

外
の
地
域
の
港
か
ら
特
定
海
域
に
入
域
を
し
よ
う
と
す

る
特
定
船
舶
で
あ
っ
て
本
邦
内
の
港
に
入
港
を
す
る
予

定
の
な
い
も
の
の
船
長
が
行
う
通
報
は
、
特
定
海
域
に

入
域
を
す
る
日
の
前
日
の
正
午
ま
で
に
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
地

方
運
輸
局
長
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
東
京
湾
に
入
域
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
　
関
東
運

輸
局
長

二
　
伊
勢
湾
に
入
域
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
　
中
部
運

輸
局
長

三
　
紀
伊
水
道
か
ら
瀬
戸
内
海
に
入
域
を
し
よ
う
と
す

る
場
合
　
近
畿
運
輸
局
長

四
　
豊
後
水
道
又
は
関
門
海
峡
か
ら
瀬
戸
内
海
に
入
域

を
し
よ
う
と
す
る
場
合
　
九
州
運
輸
局
長

４
　
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
五
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
は
、
前
各
項
の
通
報
を
行
っ

た
特
定
船
舶
に
つ
い
て
入
港
を
し
よ
う
と
す
る
本
邦
内

の
港
を
変
更
す
る
必
要
が
緊
急
に
生
じ
た
場
合
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
地
方
運
輸
局
長
が
認
め

る
場
合
は
、
本
邦
内
の
港
に
入
港
を
す
る
日
の
前
日
の

正
午
以
後
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
法
第
五
十
八
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
保
障
契

約
情
報
の
変
更
の
通
報
は
、
当
該
保
障
契
約
情
報
に
変

更
が
あ
っ
た
場
合
に
、
直
ち
に
、
当
該
保
障
契
約
情
報

の
通
報
を
行
っ
た
地
方
運
輸
局
長
に
対
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

（
保
障
契
約
情
報
の
通
報
事
項
）

第
二
十
七
条
　
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
特
定
船
舶
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
名
称

二
　
船
舶
番
号
又
は
信
号
符
字

三
　
国
際
海
事
機
関
船
舶
識
別
番
号

四
　
国
籍

五
　
船
籍
港

六
　
総
ト
ン
数

七
　
船
舶
所
有
者
（
総
ト
ン
数
が
千
ト
ン
以
下
の
一
般

船
舶
に
あ
っ
て
は
、
船
舶
所
有
者
等
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
電

話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

八
　
船
長
又
は
船
舶
所
有
者
の
代
理
人
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所
並
び
に
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

九
　
入
港
を
し
よ
う
と
す
る
本
邦
内
の
港
の
名
称
及
び

予
定
日
時

十
　
入
域
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
海
域
の
入
域
の
位
置

及
び
入
域
の
予
定
日
時

十
一
　
保
障
契
約
の
締
結
の
有
無

十
二
　
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
、
責
任
条
約
の
締

約
国
で
あ
る
外
国
が
交
付
し
た
当
該
船
舶
に
つ
い
て

保
障
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
責
任

条
約
の
附
属
書
の
様
式
に
よ
る
書
面
、
外
国
が
交
付

し
た
責
任
条
約
第
七
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
証
明

書
、
一
般
船
舶
等
保
障
契
約
証
明
書
、
燃
料
油
条
約

の
締
約
国
で
あ
る
外
国
が
交
付
し
た
当
該
船
舶
に
つ

い
て
保
障
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る

燃
料
油
条
約
の
附
属
書
の
様
式
に
よ
る
書
面
、
外
国

が
交
付
し
た
燃
料
油
条
約
第
七
条
第
十
四
項
に
規
定

す
る
証
明
書
、
難
破
物
保
障
契
約
証
明
書
、
難
破
物

除
去
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
外
国
が
交
付
し
た
当
該

船
舶
に
つ
い
て
保
障
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
証
す
る
難
破
物
除
去
条
約
の
附
属
書
の
様
式
に
よ

る
書
面
又
は
外
国
が
交
付
し
た
難
破
物
除
去
条
約
第

十
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
証
明
書
（
以
下
「
タ

ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
等
」
と
い
う
。
）
を
有
し

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
タ
ン
カ
ー
保
障
契

約
証
明
書
等
の
番
号

十
三
　
タ
ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
等
を
有
し
て
い
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
保
険
者
等
の
氏
名
又
は
名
称

ロ
　
保
障
契
約
の
契
約
書
の
番
号

ハ
　
保
障
契
約
の
有
効
期
間

ニ
　
保
障
契
約
が
一
般
船
舶
等
油
濁
損
害
及
び
難
破

物
除
去
損
害
を
塡
補
す
る
保
険
契
約
又
は
そ
の
賠

償
の
義
務
の
履
行
を
担
保
す
る
契
約
で
あ
る
か
否

か
。

ホ
　
保
障
契
約
に
お
い
て
一
般
船
舶
等
油
濁
損
害
及

び
難
破
物
除
去
損
害
を
塡
補
す
る
た
め
の
保
険
金

額
又
は
賠
償
の
義
務
の
履
行
が
担
保
さ
れ
て
い

る
額

十
四
　
過
去
一
年
間
に
お
け
る
本
邦
内
の
港
へ
の
入
港

の
実
績

十
五
　
国
土
交
通
省
と
の
連
絡
方
法

（
や
む
を
得
な
い
事
由
）

第
二
十
八
条
　
法
第
五
十
八
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
由
は
、
特
定
船
舶
に
係
る

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
荒
天
又
は
異
常
な
気
象
若
し
く
は
海
象
の
た
め
、

当
該
特
定
船
舶
に
急
迫
し
た
危
難
が
あ
る
こ
と
。

二
　
船
体
又
は
機
関
の
重
大
な
損
傷
に
よ
り
、
当
該
特

定
船
舶
に
急
迫
し
た
危
難
が
あ
る
こ
と
。

三
　
当
該
特
定
船
舶
内
に
あ
る
者
が
重
傷
病
を
負
い
、

速
や
か
に
、
医
師
に
よ
る
診
察
又
は
処
置
を
受
け
さ

せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
特
定
船
舶

に
急
迫
し
た
危
難
が
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
邦
以
外
の

地
域
の
港
か
ら
本
邦
内
の
港
に
入
港
を
し
た
特
定
船
舶

の
船
長
が
行
う
通
報
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
、
入
港
後
直
ち
に
、
入
港
を
し
た
本
邦
内
の
港

を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
特
定
海
域
に
入
域
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
十
六
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ

る
地
方
運
輸
局
長
）
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
締
約
国
へ
の
報
告
の
方
法
）

第
二
十
九
条
　
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
は
、
電
信
、
電
話
そ
の
他
の
な
る
べ
く
早
く
到
達
す

る
よ
う
な
手
段
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
締
約
国
へ
の
報
告
事
項
）

第
三
十
条
　
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
当
該
タ
ン
カ
ー
又
は
一
般
船
舶
に
係

る
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
難
破
物
の
位
置

三
　
難
破
物
の
種
類
、
大
き
さ
及
び
構
造

四
　
難
破
物
の
状
態
（
損
害
の
程
度
を
含
む
。
）

五
　
危
険
物
、
有
害
物
そ
の
他
の
貨
物
の
性
質
及
び
量

六
　
積
載
さ
れ
て
い
る
油
の
種
類
及
び
量

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
難
破
物
除
去
条

約
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す
る
た
め
に
必
要

な
も
の

（
法
第
六
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
者
）

第
三
十
一
条
　
法
第
六
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
難
破
物
除
去
条
約
第
一
条

第
九
項
に
規
定
す
る
運
航
者
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
三
十
二
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項

及
び
第
五
項
、
第
十
八
条
並
び
に
第
十
九
条
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
法
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法
第
五
十
八
条
第

一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限

は
、
地
方
運
輸
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
十

条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
当
該
船
舶

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
も
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
一
部
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十

一
年
一
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
八
月
二
八
日
運
輸
省
令

第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
月
一
七
日
運
輸
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令

第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
地
方
支
分
部
局
の
整
理
の
た
め

の
行
政
管
理
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
運
輸
省
令

第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
行
政
庁
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規

定
に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約

そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
が
し
た
処

分
等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
同
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他

の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申

請
等
と
み
な
す
。

北
海
海
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は

秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等

又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
を
除

く
。
）

東
北
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は

秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等

又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
に
限

る
。
）
及
び
新
潟
海
運
監
理
部

長

新
潟
運
輸
局
長

関
東
海
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

東
海
海
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

近
畿
海
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

中
国
海
運
局
長

中
国
運
輸
局
長
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四
国
海
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

九
州
海
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

神
戸
海
運
局
長

神
戸
海
運
監
理
部

長

札
幌
陸
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

仙
台
陸
運
局
長

東
北
運
輸
局
長

新
潟
陸
運
局
長

新
潟
運
輸
局
長

東
京
陸
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

名
古
屋
陸
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

大
阪
陸
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

広
島
陸
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

高
松
陸
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

福
岡
陸
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
海
運
局
支
局
長
が
法
律

又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
等

は
、
相
当
の
地
方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理
部
の
海
運
支

局
長
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前

に
海
運
局
支
局
長
に
対
し
て
し
た
申
請
等
は
、
相
当
の

地
方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理
部
の
海
運
支
局
長
に
対
し

て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
一
五
日
運
輸
省
令

第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
五
日
運
輸
省
令

第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に

関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
三
一
日
運
輸
省
令
第

一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に

関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第

二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
二
日
運
輸
省
令
第

二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に

関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
九
日
運
輸
省
令
第

九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に

関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第

一
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
一
月
二
二
日
運
輸
省
令

第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
定
め
る
日
（
平
成

六
年
十
一
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
二
月
二
日
運
輸
省
令
第
七

号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以

下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
定

め
る
日
（
平
成
八
年
五
月
三
十
日
。
以
下
「
施
行
日
」

と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
運
輸
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
公
布
の
日
以
後
施

行
日
前
ま
で
は
、
船
舶
（
千
九
百
九
十
二
年
の
油
に
よ

る
汚
染
損
害
に
つ
い
て
の
民
事
責
任
に
関
す
る
国
際
条

約
（
以
下
「
千
九
百
九
十
二
年
責
任
条
約
」
と
い
う
。
）

の
締
約
国
で
あ
る
外
国
の
国
籍
を
有
す
る
船
舶
及
び
改

正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
油
濁
損
害
賠
償

保
障
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
号

イ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
油
の
輸
送
の
用
に
供
し

て
い
る
船
舶
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
新
法
第
十
四
条
に

規
定
す
る
保
障
契
約
（
当
該
契
約
の
保
障
期
間
の
満
了

す
る
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
保

険
者
等
と
締
結
し
て
い
る
者
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き

は
、
別
記
様
式
一
（
当
該
船
舶
が
油
に
よ
る
汚
染
損
害

に
つ
い
て
の
民
事
責
任
に
関
す
る
国
際
条
約
の
締
約
国

で
あ
る
外
国
の
国
籍
を
有
す
る
船
舶
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
別
記
様
式
二
）
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書
を

交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
障
契
約
証

明
書
の
交
付
の
申
請
書
に
、
保
障
契
約
の
契
約
書
の
写

し
並
び
に
船
舶
の
国
籍
及
び
船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
四
十
号
）
第
四
条

第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
に
ト
ン
を

付
し
て
表
し
た
ト
ン
数
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

別
記
様
式
１

（
附
則
第
２
条
関
係
）

別記様式1（附則第2条関係） 番号第号 （CertificateNumber） 油による汚染損害についての民事責任に関 する保険その他の金銭上の保証の証明書 CERTIFICATEOFINSURANCEOROTHERFINANCIALSECURITY INRESPECTOFCIVILLIABILITYFOROILPOLLUTIONDAMAGE 1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第7条及び油濁損害賠償保障法第17条第1項又は第18条第2項の規定に従って発行する。 IssuedinaccordancewiththeprovisionsofArticleVIIoftheInternationalConventiononCivilLiabilityforOilPollutionDamage,1969,andArticle17paragraph1orArticle18paragraph2oftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage,1975. :1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第7条及び油濁損害賠償保障法第17条第1項又は第18条第2項の規定に従って発行する。 IssuedinaccordancewiththeprovisionsofArticleVIIoftheInternationalConventiononCivilLiabilityforOilPollutionDamage,1992,andArticle17paragraph1orArticle18paragraph2oftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage,1975. 船名船舶番号又は信号符字船籍港所有者の氏名又は名称及び住所 Nameofship Distinctivenumberorletters Portofregistry Nameandaddressofowner 上記の船舶に関し、1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第7条の要件を満たす保険証券その他の金銭上の保証が効力を有していることを証明する。 Thisistocertifythatthereisinforceinrespectoftheabove:上記の船舶に関し、1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第7条の要件を満たす保険証券その他の金銭上の保証が効力を有していることを証明する。（注）ただし、1996年5月29日までは証明するものではない。 namedshipapolicyofinsuranceorotherfinancialsecuritysatisfyingtherequirementsofArticleVIIoftheInternationalConventiononCivilLiabilityforOilPollutionDamage,1969. :ThisistocertifythatthereisinforceinrespectoftheabovenamedshipapolicyofinsuranceorotherfinancialsecuritysatisfyingtherequirementsofArticleVIIoftheInternationalConventiononCivilLiabilityforOilPollutionDamage,1992.※Thispartisnottocertifyuntil29thMay,1996. 保証の種類 TypeofSecurity 保証の期間 DurationofSecurity 保険者及び（又は）保証提供者の氏名又は名称及び住所 NameandAddressoftheInsurer(s)and/orGuarantor(s) 氏名又は名称 Name 住所 Address この証明書は、からまで効力を有する。 Thiscertificateisvalidfromuntil 日本国政府（運輸省）が、東京において、年月日に発行し又は公認した。 IssuedorcertifiedbytheGovernmentofJapan,MinistryofTransport, AtTokyo,On 運輸大臣印 MinisterforTransport 交付担当者の署名及び官職 SignatureandTitleofissuingorcertifyingofficial 反対の趣旨が示されていない限り、この証明書の署名は両条約に基づく責任が保障されていることを証明する。 UnlessindicatiedtothecontrarythesignatureofthiscertificatecertifiesthatliabilityunderbothConventionsiscovered. 注 1国の名称を記載するに当たつては、望ましい場合には、証明書の発行が行われる国の権限のある当局の名称をも記載することができる。 2保証の総額につき二以上の供給源がある場合には、それぞれの金額を明示しなければならない。 3保証が二以上の方式で提供される場合には、それらの方式を列挙しなければならない。 4「保証の期間」の欄には、保証が効力を生ずる日を明記しなければならない。 ExplanatoryNotes: 1．Ifdesired,thedesignationoftheStatemayincludeareferencetothecompetentpublicauthorityofthecountrywherethecertificateisissued. 2．Ifthetotalamountofsecurityhasbeenfurnishedbymorethanonesource,theamountofeachofthemshouldbeindicated. 3．Ifsecurityisfurnishedinseveralforms,theseshouldbeenumerated. 4．TheentryDurationofSecuritymuststipulatethedateonwhichsuchsecuritytakeseffect. 
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別
記
様
式
２

（
附
則
第
２
条
関
係
）

別記様式2（附則第2条関係） 番号第号 （CertificateNumber） 油による汚染損害についての民事責任に関 する保険その他の金銭上の保証の証明書 CERTIFICATEOFINSURANCEOROTHERFINANCIALSECURITY INRESPECTOFCIVILLIABILITYFOROILPOLLUTIONDAMAGE 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第7条及び油濁損害賠償保障法第17条第1項又は第18条第2項の規定に従って発行する。 IssuedinaccordancewiththeprovisionsofArticleVIIoftheInternationalConventiononCivilLiabilityforOilPollutionDamage,1992,andArticle17paragraph1orArticle18paragraph2oftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage,1975. 所有者の氏名又は名称及 船名船舶番号又は信号符字船籍港 び住所 Nameof Distinctivenumber Portof Nameandaddressof ship orletters registry owner 上記の船舶に関し、1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第7条の要件を満たす保険証券その他の金銭上の保証が効力を有していることを証明する。（注）ただし、1996年5月29日までは証明するものではない。 ThisistocertifythatthereisinforceinrespectoftheabovenamedshipapolicyofinsuranceorotherfinancialsecuritysatisfyingtherequirementsofArticleVIIoftheInternationalConventiononCivilLiabilityforOilPollutionDamage,1992.※Thispartisnottocertifyuntil29thMay,1996. 保証の種類 TypeofSecurity 保証の期間 DurationofSecurity 保険者及び（又は）保証提供者の氏名又は名称及び住所 NameandAddressoftheInsurer(s)and/orGuarantor(s) 氏名又は名称 Name 住所 Address この証明書は、からまで効力を有する。 Thiscertificateisvalidfromuntil 日本国政府（運輸省）が、東京において、年月日に発行し た。 IssuedbytheGovernmentofJapan,MinistryofTransport, AtTokyo,On 運輸大臣印 MinisterforTransport 交付担当者の署名及び官職 SignatureandTitleofissuing orcertifyingofficial 注 1国の名称を記載するに当たつては、望ましい場合には、証明書の発行が行われる国の権限のある当局の名称をも記載することができる。 2保証の総額につき二以上の供給源がある場合には、それぞれの金額を明示しなければならない。 3保証が二以上の方式で提供される場合には、それらの方式を列挙しなければならない。 4「保証の期間」の欄には、保証が効力を生ずる日を明記しなければならない。 ExplanatoryNotes: 1．Ifdesired,thedesignationoftheStatemayincludeareferencetothecompetentpublicauthorityofthecountrywherethecertificateisissued. 2．Ifthetotalamountofsecurityhasbeenfurnishedbymorethanonesource,theamountofeachofthemshouldbeindicated. 3．Ifsecurityisfurnishedinseveralforms,theseshouldbeenumerated. 4．TheentryDurationofSecuritymuststipulatethedateonwhichsuchsecuritytakeseffect. 
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附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
一
日
運
輸
省
令
第

一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に

関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
五
日
運
輸
省
令

第
八
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
四
月
二
二
日
運
輸
省
令

第
二
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第

一
条
第
四
号
に
定
め
る
日
（
平
成
十
年
五
月
十
五
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
改
正
前
の
第
三
号

様
式
及
び
第
五
号
様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書
は
、

改
正
後
の
第
三
号
様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書
と
み

な
す
。附

　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
二
日
運
輸
省
令

第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に

関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省

令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通

省
令
第
七
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
る
申
請
書
、
証
明

書
そ
の
他
の
文
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ

れ
ぞ
れ
の
様
式
又
は
書
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の

間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通

省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
一
月
八
日
国
土
交
通

省
令
第
九
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
七
号
。

以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

七
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
次
条
か
ら
附
則
第
九
条
ま
で
及
び
附
則
第
十
三
条

の
規
定
　
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
定
め
る
日

（
平
成
十
六
年
十
二
月
一
日
）

二
　
第
二
条
及
び
附
則
第
十
条
の
規
定
　
平
成
十
七
年

四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
事
由
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

し
た
一
般
船
舶
保
障
証
明
書
に
係
る
保
障
契
約
の
変
更

と
す
る
。

第
三
条
　
一
般
船
舶
保
障
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
別
記
様
式
一
に
よ
る
一
般
船
舶
保
障
証
明

書
交
付
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
一
般
船
舶
保
障
証
明
書
の
交
付
の
申
請
は
、
当
該
一

般
船
舶
保
障
証
明
書
に
係
る
保
障
契
約
に
お
け
る
保
障

期
間
の
開
始
日
の
三
月
前
か
ら
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
申
請
を
代
理
人
に
よ
り
行
う
場
合
に
あ
っ

て
は
、
申
請
書
に
そ
の
権
限
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
　
一
般
船
舶
保
障
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
二
に
よ
る
一
般
船
舶
保
障
証

明
書
再
交
付
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
を
、
一
般
船
舶
保
障
証
明
書
が
損
傷

し
、
又
は
そ
の
識
別
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
一
般
船
舶
保
障

証
明
書
を
地
方
運
輸
局
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
一
般
船
舶
保
障
証
明
書
が
滅
失

し
た
こ
と
に
よ
り
再
交
付
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
滅

失
し
た
一
般
船
舶
保
障
証
明
書
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を

官
報
に
公
示
す
る
。

４
　
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

第
五
条
　
改
正
法
附
則
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
一

般
船
舶
保
障
証
明
書
の
交
付
又
は
再
交
付
を
申
請
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
交
付
の
申
請
　
一
般
船
舶
保
障
証
明
書
一
枚
に
つ

き
一
万
四
千
三
百
円
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報

通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年

法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し

て
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
子
情
報
処
理
組
織

に
よ
り
」
と
い
う
。
）
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

一
万
四
千
百
円
）

二
　
再
交
付
の
申
請
　
一
般
船
舶
保
障
証
明
書
一
枚
に

つ
き
一
万
二
千
八
百
円
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ

り
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
万
二
千
七
百

円
）

２
　
前
項
の
手
数
料
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入

印
紙
を
附
則
第
三
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
申
請

書
に
は
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
前
項
の
申
請
を
す
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ

た
納
付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
と
き
は
、
現
金
を
も
っ

て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
　
一
般
船
舶
保
障
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式

三
に
よ
る
。

第
七
条
　
一
般
船
舶
保
障
証
明
書
の
有
効
期
間
は
、
改
正

法
の
施
行
の
日
（
当
該
施
行
の
日
が
、
保
障
契
約
の
保

障
期
間
の
開
始
日
前
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

保
障
契
約
の
開
始
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

か
ら
保
障
期
間
の
満
了
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
期
間
が
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
一
年

を
超
え
る
場
合
は
、
一
年
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
船
舶
保
障
証
明

書
の
有
効
期
間
の
満
了
前
に
当
該
一
般
船
舶
保
障
証
明

書
に
係
る
保
障
契
約
が
効
力
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
と

き
は
、
当
該
一
般
船
舶
保
障
証
明
書
も
そ
の
時
に
お
い

て
効
力
を
失
う
。

第
八
条
　
一
般
船
舶
保
障
証
明
書
の
記
載
事
項
の
変
更
の

届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
四
に
よ
る
一

般
船
舶
保
障
証
明
書
記
載
事
項
変
更
届
出
書
を
地
方
運

輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

第
九
条
　
改
正
法
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大

臣
の
権
限
は
、
地
方
運
輸
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
条
　
第
二
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る

手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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第
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規

則
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
号

様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書
は
、
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
第
三

号
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

第
十
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
規
則
第

一
号
様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書
交
付
申
請
書
、
第

二
号
様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書
再
交
付
申
請
書
、

第
四
号
様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書
記
載
事
項
変
更

届
出
書
及
び
第
五
号
様
式
に
よ
る
特
定
油
受
取
量
報
告

書
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の

様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
様
式
１

（
附
則
第
３
条
関
係
）

別記様式1（附則第3条関係）（平17国交令10・一部改正） 一般船舶保障証明書交付申請書 年月日 地方運輸局長 殿 運輸監理部長 申請者の氏名又は名称及び住所並び印 に法人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 代理人の氏名又は名称及び住所並び印 に法人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 下記の船舶について、一般船舶保障証明書の交付を受けたいので、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律（平成16年法律第37号）附則第4条第1項の規定により申請します。 1一般船舶所有者等の氏名及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2一般船舶保障証明書の交付を受けようとする船舶及びその保障契約の内容 ①船名及び船種 ②船舶番号又は信号符字 ③国際海事機関船舶識別番号 ④船舶の国籍 ⑤総トン数 ⑥保障契約の種類 ⑦保障契約の期間 ⑧改正後の船舶油濁損害賠償保障法第 39条の5第1項第1号及び第2号の損 害に対するてん補・担保の有無 ⑨保障契約によりてん補・担保される 額 ○10保険者等の氏名又は名称、住所及び 連絡先並びに法人にあってはその代表 者の氏名 ○11保険者等が改正後の船舶油濁損害賠ア又はイの別を記入 償保障法施行令第2条第2項各号のい ずれに該当するかの別 ア第1号に該当証明書を発行又は公認した外国名 同条第1項第4号に該当する場 合は、証明書を発行又は公認し た外国名 イ第2号又は第3号に該当 ○12保険者等の設立年月日 （○11イに該当する場合のみ記載。○13 から○18までにおいて同じ。） ○13保険者等が事業を行うに当たっての根拠法令 根拠法令並びに当該法令に基づく免許 の有無及び種類免許の有無 免許の種類 ○14保険者等の日本における保険金・保 証金の支払に係る業務を行う事務所の 名称、住所及び連絡先 ○15保険者等の直前の事業年度における加入隻数 この申請に係る保障契約と同種類の保 障契約に係る船舶の隻数及び合計総ト合計総トン数 ン数並びに保険料収入額又は保証料収 入額及び保険金支払額又は保証金支払収入額 額 支払額 ○16保険者等の直前の5事業年度におけ事故の有無 るこの申請に係る保障契約と同種類の 保障契約を締結した船舶による日本に 事故の要 おける事故の有無及び要 ○17直前の5事業年度において保険者等処分の有無 が事業を行うに当たって監督官庁より 受けた法令違反に係る処分の有無及び 処分の内容 内容 ○18直前の事業年度における保険者等に係る損益計算書及び貸借対照表の内容 手数料納付欄 収入印紙 注1用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 2記載事項が多いときは、適宜二葉以上にわたって記載することができる。 3一般船舶所有者等が申請者と同一の者である場合は、1の欄の記載は要しない。 4①の船種については、貨物船、旅客船、漁船、バージ等の別を明らかにすること。 5③については、国際海事機関船舶識別番号が割り当てられている船舶について記載する。 6⑥については、船主責任相互保険等具体的に記載すること。 7○16の事故の要については、船名、事故発生年月日、保険金又は保証金の支払状況等を記載すること。 8一の船舶について二以上の保障契約が締結されている場合は、⑥から○18までの欄については保障契約ごとに記載すること。 9氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 10記入は、固有名詞以外は日本語で記入すること。 
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別
記
様
式
２

（
附
則
第
４
条
関
係
）

別記様式2（附則第4条関係） 一般船舶保障証明書再交付申請書 年月日 地方運輸局長 殿 運輸監理部長 申請者の氏名又は名称及び住所並び印 に法人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 代理人の氏名又は名称及び住所並び印 に法人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 下記の船舶について、一般船舶保障証明書の再交付を受けたいので、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律（平成16年法律第37号）附則第4条第1項の規定により申請します。 1一般船舶所有者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2一般船舶保障証明書の再交付を受けようとする船舶及びその一般船舶保障証明書の内容 一般船舶保障証明書 船名及び船種 の番号 船舶番号又は一般船舶保障証明書 信号符字の交付年月日 国際海事機関一般船舶保障証明書 船舶識別番号の有効期間 船舶の国籍 3一般船舶保障証明書の再交付を受けようとする理由 手数料納付欄 収入印紙 注1用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 2一般船舶所有者等が申請者と同一の者である場合は、1の欄の記載は要しない。 3国際海事機関船舶識別番号については、当該番号が割り当てられている船舶について記載する。 43の欄には、一般船舶保障証明書が滅失し、損傷し、又は識別が困難となった年月日、場所及び状況を記載するものとし、場所及び状況についてはできる限り詳細に記載すること。 5氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。  

別
記
様
式
３

（
附
則
第
６
条
関
係
）

別記様式3（附則第6条関係） 番号第号 （CertificateNumber） 一般船舶保障証明書 CERTIFICATEOFINSURANCEOROTHERFINANCIALSECURITY FORSHIPSNOTCARRYINGOILINBULKASCARGO 油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律（平成16年法律第37号）附則第4条第1項の規定に従って発行する。 IssuedinaccordancewiththeprovisionsofArticle4paragraph1ofthesupplementaryprovisionoftheLawforamendmentoftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage,1975. 船舶番号又は信号符字船舶所有者又は船舶賃借人 船名（及び国際海事機関船舶識別番号）国籍の氏名又は名称及び住所 Nameofship Distinctivenumberorletters Flag Nameandaddressofowner （andIMOnumber,ifany） orcharterer 上記の船舶に関し、改正後の船舶油濁損害賠償保障法第39条の5の要件を満たす保障契約が締結されていることを証明する。 ThisistocertifythatacontractofinsuranceorotherfinancialsecuritysatisfyingtherequirementsofArticle39－5oftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage,1975,asamended,isconcludedinrespectoftheabovenamedship. 保障契約の種類 TypeofSecurity 保障契約により担保される保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている額 GuaranteedlimitundertheSecurity 保障契約の期間 DurationofSecurity 保険者及び（又は）保証提供者の氏名又は名称及び住所 NameandAddressoftheInsurer(s)and／orGuarantor(s) 氏名又は名称 Name 住所 Address この証明書は、からまで効力を有する。 Thiscertificateisvalidfromuntil． 地方運輸局長 年月日印 運輸監理部長 DirectorGeneralofDistrict （dateofissue）TransportBureau  

別
記
様
式
４

（
附
則
第
８
条
関
係
）

別記様式4（附則第8条関係） 一般船舶保障証明書記載事項変更届出書 年月日 地方運輸局長 殿 運輸監理部長 申請者の氏名又は名称及び住所並び印 に法人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 代理人の氏名又は名称及び住所並び印 に法人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 下記の一般船舶保障証明書について、記載事項の変更があったので、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律（平成16年法律第37号）附則第4条第1項の規定により届け出ます。 一般船舶保障証変更事項 一般船舶保障一般船舶保障証変更があっ 明書の交付年月 証明書の番号明書の有効期間た日 日新旧 注1用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 2記載事項が多いときは、適宜二葉以上にわたって記載することができる。 3氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。  

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
二
八
日
国
土
交
通

省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
三
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
八
月
八
日
国
土
交
通
省

令
第
七
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
船
員
法
施
行
規
則
第
十
六
号
書
式
に
よ

る
船
員
手
帳
、
第
十
八
号
書
式
に
よ
る
証
明
書
、
第
二

十
二
号
の
二
書
式
に
よ
る
証
印
、
第
二
十
二
号
の
四
書

式
に
よ
る
証
印
及
び
第
二
十
三
号
書
式
に
よ
る
証
明

書
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
水
先
法
施
行
規

則
第
二
号
様
式
に
よ
る
水
先
免
状
、
第
三
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
海
上
運
送
法
施
行
規
則
第
四
号
様
式
に

よ
る
証
票
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
職

員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則
第
四
号
様
式
に

よ
る
海
技
免
状
、
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
承
認
証
及
び

第
二
十
号
様
式
に
よ
る
操
縦
免
許
証
、
第
五
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
航
空
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ

る
航
空
機
登
録
証
明
書
、
第
八
号
様
式
に
よ
る
耐
空
証

明
書
、
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
技
能
証
明
書
、
第
二
十

四
号
様
式
に
よ
る
航
空
身
体
検
査
証
明
書
、
第
二
十
七

号
様
式
に
よ
る
航
空
機
操
縦
練
習
許
可
書
、
第
二
十
九

号
様
式
に
よ
る
運
航
管
理
者
技
能
検
定
合
格
証
明
書
及

び
第
三
十
号
様
式
に
よ
る
証
票
、
第
六
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
連
合
国
財
産
の
返
還
の
請
求
の
手
続
等
に

関
す
る
命
令
様
式
第
一
号
に
よ
る
現
状
調
査
請
求
書
及

び
様
式
第
二
号
に
よ
る
返
還
請
求
書
、
第
七
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管

理
者
に
関
す
る
省
令
第
二
号
様
式
に
よ
る
衛
生
管
理
者

適
任
証
書
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
交

通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の

特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る

登
録
証
書
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車

の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定

め
る
省
令
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
輸
出
抹
消
仮
登
録
証

明
書
及
び
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
輸
出
予
定
届
出
証
明

書
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
料
理
士
に

関
す
る
省
令
第
二
号
様
式
に
よ
る
船
舶
料
理
士
資
格
証

明
書
並
び
に
第
十
一
条
に
規
定
す
る
改
正
前
の
船
舶
油

濁
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
保
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証
契
約
証
明
書
及
び
第
十
号
様
式
に
よ
る
証
票
は
、
そ

れ
ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
法
施
行

規
則
第
十
六
号
書
式
に
よ
る
船
員
手
帳
、
第
十
八
号
書

式
に
よ
る
証
明
書
、
第
二
十
二
号
の
二
書
式
に
よ
る
証

印
、
第
二
十
二
号
の
四
書
式
に
よ
る
証
印
及
び
第
二
十

三
号
書
式
に
よ
る
証
明
書
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
水
先
法
施
行
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
水
先
免

状
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
海
上
運
送
法
施

行
規
則
第
四
号
様
式
に
よ
る
証
票
、
第
四
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施

行
規
則
第
四
号
様
式
に
よ
る
海
技
免
状
、
第
十
六
号
様

式
に
よ
る
承
認
証
及
び
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
操
縦
免

許
証
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
航
空
法
施
行

規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
航
空
機
登
録
証
明
書
、
第
八

号
様
式
に
よ
る
耐
空
証
明
書
、
第
二
十
号
様
式
に
よ
る

技
能
証
明
書
、
第
二
十
四
号
様
式
に
よ
る
航
空
身
体
検

査
証
明
書
、
第
二
十
七
号
様
式
に
よ
る
航
空
機
操
縦
練

習
許
可
書
、
第
二
十
九
号
様
式
に
よ
る
運
航
管
理
者
技

能
検
定
合
格
証
明
書
及
び
第
三
十
号
様
式
に
よ
る
証

票
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
連
合
国
財
産
の

返
還
の
請
求
の
手
続
等
に
関
す
る
命
令
様
式
第
一
号
に

よ
る
現
状
調
査
請
求
書
及
び
様
式
第
二
号
に
よ
る
返
還

請
求
書
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
に
乗

り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
第
二
号

様
式
に
よ
る
衛
生
管
理
者
適
任
証
書
、
第
八
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に

伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
登
録
証
書
、
第
九
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る

申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
第
十
二
号
様
式
に

よ
る
輸
出
抹
消
仮
登
録
証
明
書
及
び
第
十
四
号
様
式
に

よ
る
輸
出
予
定
届
出
証
明
書
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
船
舶
料
理
士
に
関
す
る
省
令
第
二
号
様
式
に

よ
る
船
舶
料
理
士
資
格
証
明
書
並
び
に
第
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
施
行

規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
保
証
契
約
証
明
書
及
び
第
十

号
様
式
に
よ
る
証
票
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省

令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
六
日
国
土
交
通

省
令
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る

行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に

行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政

手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和

元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省

令
第
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
、
第

四
条
及
び
第
五
条
並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
九
条
ま
で

及
び
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則

第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令

和
二
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
事
由
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

し
た
書
面
（
以
下
「
相
当
証
書
」
と
い
う
。
）
に
係
る

保
障
契
約
の
変
更
と
す
る
。

第
三
条
　
相
当
証
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

別
記
様
式
一
に
よ
る
相
当
証
書
交
付
申
請
書
を
地
方
運

輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
相
当
証
書
の
交
付
の
申
請
は
、
当
該
相
当
証
書
に
係

る
保
障
契
約
に
お
け
る
保
障
期
間
の
開
始
日
の
三
月
前

か
ら
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
申
請
を
代
理
人
に
よ
り
行
う
場
合
に
あ
っ

て
は
、
申
請
書
に
そ
の
権
限
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
　
相
当
証
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
別
記
様
式
二
に
よ
る
相
当
証
書
再
交
付
申
請
書
を

地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
を
、
相
当
証
書
が
損
傷
し
、
又
は
そ
の

識
別
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
相
当
証
書
を
地
方
運
輸
局
長
に

返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
相
当
証
書
が
滅
失
し
た
こ
と
に

よ
り
再
交
付
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
滅
失
し
た
相
当

証
書
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
官
報
に
公
示
す
る
。

４
　
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

第
五
条
　
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
相
当
証
書

の
交
付
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
相
当
証
書
の

再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
額

の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
交
付
の
申
請
　
相
当
証
書
一
枚
に
つ
き
七
千
円

（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
次

号
に
お
い
て
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
六
千
九
百
円
）

二
　
再
交
付
の
申
請
　
相
当
証
書
一
枚
に
つ
き
六
千
円

（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

し
て
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
千
九
百
円
）

２
　
前
項
の
手
数
料
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入

印
紙
を
附
則
第
三
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
申
請

書
に
貼
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
　
相
当
証
書
の
様
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
船

舶
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様

式
に
よ
る
。

一
　
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
油
濁
等
損
害
賠
償

保
障
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下

「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
第
一
種
特
定
船
舶
　
別
記
様
式
三

二
　
新
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第

二
種
特
定
船
舶
　
別
記
様
式
四

三
　
新
法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第

一
種
特
定
船
舶
　
別
記
様
式
五

四
　
新
法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第

二
種
特
定
船
舶
　
別
記
様
式
六

第
七
条
　
相
当
証
書
の
有
効
期
間
は
、
改
正
法
の
施
行
の

日
（
当
該
施
行
の
日
が
、
保
障
契
約
の
保
障
期
間
の
開

始
日
前
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
障
契
約
の

開
始
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
保
障

期
間
の
満
了
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
期
間
が
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
を
超
え
る

場
合
は
、
一
年
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
当
証
書
の
有
効
期

間
の
満
了
前
に
当
該
相
当
証
書
に
係
る
保
障
契
約
が
効

力
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
相
当
証
書
も

そ
の
時
に
お
い
て
効
力
を
失
う
。

第
八
条
　
相
当
証
書
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
を
行
お

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
七
に
よ
る
相
当
証
書
記
載

事
項
変
更
届
出
書
を
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

第
九
条
　
改
正
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大

臣
の
権
限
は
、
地
方
運
輸
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
条
　
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
準
用
す
る
新
法
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
二

条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
書
面
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
契

約
に
係
る
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
油
濁
損
害

賠
償
保
障
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
法
」
と

い
う
。
）
第
三
十
九
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
書

面
　
旧
法
第
三
十
九
条
の
五
（
第
一
項
第
一
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

二
　
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
契

約
に
係
る
旧
法
第
三
十
九
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す

る
書
面
　
旧
法
第
三
十
九
条
の
五
の
規
定

第
十
一
条
　
改
正
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

規
定
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
施
行

規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書
は
、
同
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法

施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書
と
み

な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障

法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書

（
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式

に
よ
る
保
障
契
約
証
明
書
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含

む
。
）
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
油
濁

等
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
タ

ン
カ
ー
保
障
契
約
証
明
書
と
み
な
す
。

別
記
様
式
１

（
附
則
第
３
条
関
係
）
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別記様式1（附則第3条関係） 相当証書交付申請書 年月日 地方運輸局長 殿 運輸監理部長 申請者の氏名又は名称及び住所並び 印 に法人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 代理人の氏名又は名称及び住所並び 印 に法人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 下記の船舶について、相当証書の交付を受けたいので、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律（令和元年法律第18号）附則第2条第1項の規定により申請します。 ①船名②船舶③国際海④船籍⑤総ト⑥船舶所有者の氏⑦保障契⑧保障契⑨保障契⑩保険者等の氏名⑪備考 及び船番号又事機関船港ン数名又は名称及び住約の種類約の期間約により又は名称及び住所 種は信号舶識別番所並びに法人に補・担並びに法人にあっ 符字号あってはその代表保されるてはその代表者の 者の氏名額氏名 手数料納付欄 収入印紙 注1用紙の大きさは、日本産業規格A列3番又はA列4番とすること。 2記載事項が多いときは、適宜二葉以上にわたって記載することができる。 3船種については、タンカー、貨物船、バージ等の別を明らかにすること。 4国際海事機関船舶識別番号については、当該番号が割り当てられている船舶について記載する。 5保障契約の種類の欄には、船主責任相互保険等具体的に記載すること。 6一の船舶について二以上の保障契約が締結されている場合は、⑦から⑪までの欄については保障契約ごとに記載すること。 7氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。なお、電子申請を行う場合にあっては、押印又は署名を要しない。 
 

別
記
様
式
２

（
附
則
第
４
条
関
係
）

別記様式2（附則第4条関係） 相当証書再交付申請書 年月日 地方運輸局長 殿 運輸監理部長 申請者の氏名又は名称及び住所並び 印 に法人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 代理人の氏名又は名称及び住所並び 印 に法人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 下記の船舶について、相当証書の再交付を受けたいので、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律（令和元年法律第18号）附則第2条第1項の規定により申請します。 1船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2保障契約証明書の再交付を受けようとする船舶及びその保障契約証明書の内容 相当証書 船名及び船種 の番号 船舶番号又は相当証書 信号符字の交付年月日 国際海事機関相当証書 船舶識別番号の有効期間 船籍港 3相当証書の再交付を受けようとする理由 手数料納付欄 収入印紙 注1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2船舶所有者が申請者と同一の者である場合は、1の欄の記載は要しない。 3国際海事機関船舶識別番号については、当該番号が割り当てられている船舶について記載する。 43の欄には、相当証書が滅失し、損傷し、又は識別が困難となった年月日、場所及び状況を記載するものとし、場所及び状況についてはできる限り詳細に記載すること。 5氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。なお、電子申請を行う場合にあっては、押印又は署名を要しない。  

別
記
様
式
３

（
附
則
第
６
条
関
係
）
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別記様式3（附則第6条関係） 番号第号 （CertificateNumber） 燃料油による汚染損害についての民事責任に関する 保険その他の金銭上の保証の証明書 CERTIFICATEOFINSURANCEOROTHERFINANCIAL SECURITYINRESPECTOFCIVILLIABILITYFOR BUNKEROILPOLLUTIONDAMAGE 2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第7条及び船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律（令和元年法律第18号）附則第2条第1項の規定に従って発給する。 IssuedinaccordancewiththeprovisionsofArticle7oftheInternationalConventiononCivilLiabilityforBunkerOilPollutionDamage，2001，andArticle2paragraph1ofthesupplementaryprovisionoftheLawforamendmentoftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage，1975． 船舶番号又は信号符字 所有者の氏名又は名称 船名（及び国際海事機関船舶識別船籍港 及び住所 Nameof 番号）Portof Nameandaddressof ship Distinctivenumberorletters registry owner （andIMOnumber，ifany） 上記の船舶に関し、2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第7条の要件を満たす保険証券その他の金銭上の保証が効力を有していることを証明する。 Thisistocertifythatthereisinforceinrespectoftheabove-namedshipapolicyofinsuranceorotherfinancialsecuritysatisfyingtherequirementsofArticle7oftheInternationalConventiononCivilLiabilityforBunkerOilPollutionDamage，2001． 保証の種類 TypeofSecurity 保証の期間 DurationofSecurity 保険者及び（又は）保証提供者の氏名又は名称及び住所 NameandAddressoftheInsurer（s）and/orGuarantor（s） 氏名又は名称 Name 住所 Address この証明書は、からまで効力を有する。 Thiscertificateisvalidfromuntil 日本国政府（国土交通省）が、において年月日に発給した。 IssuedbytheGovernmentofJapan，MinistryofLand，Infrastructure，Transport，andTourism，At，On 地方運輸局長 印 運輸監理部長 Director-GeneralofDistrict TransportBureau 発給担当者の署名及び官職 SignatureandTitleofissuing orcertifyingofficial 注 1国の名称を記載するに当たっては、望ましい場合には、証明書の発給が行われる国の権限のある当局の名称をも記載することができる。 2保証の総額につき二以上の供給源がある場合には、それぞれの金額を明示しなければならない。 3保証が二以上の方式で提供される場合には、それらの方式を列挙しなければならない。 4「保証の期間」の欄には、保証が効力を生ずる日を明記しなければならない。 5保険者又は保証提供者の「住所」の欄には、当該保険者又は保証提供者の主たる営業所の所在地を明示しなければならない。適当と認める場合には、保険契約その他の保証契約が行われた営業所の所在地を明示する。 ExplanatoryNotes： 1．Ifdesired，thedesignationoftheStatemayincludeareferencetothecompetentpubiicauthorityofthecountrywherethecertificateisissued． 2．Ifthetotalamountofsecurityhasbeenfurnishedbymorethanonesource，theamountofeachofthemshouldbeindicated． 3．Ifsecurityisfurnishedinseveralforms，theseshouldbeenumerated． 4．Theentry"DurationofSecurity"muststipulatethedateonwhichsuchsecuritytakeseffect． 5．Theentry"Address"oftheinsurer（s）and/orguarantor（s）mustindicatetheprincipalplaceofbusinessoftheinsurer（s）and/orguarantor（s）．Ifappropriate，theplaceofbusinesswheretheinsuranceorothersecurityisestablishedshallbeindicated． 

 

別
記
様
式
４

（
附
則
第
６
条
関
係
）

別記様式4（附則第6条関係） 番号第号 （CertificateNumber） 一般船舶等保障契約証明書 CERTIFICATEOFINSURANCEOROTHERFINANCIALSECURITY INRESPECTOFCIVILLIABILITYFORBUNKEROILPOLLUTIONDAMAGE FORSHIPSNOTCARRYINGOILINBULKASCARGO 船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律（令和元年法律第18号）附則第2条第1項の規定に従って発行する。 IssuedinaccordancewiththeprovisionsofArticle2paragraph1ofthesupplementaryprovisionoftheLawforamendmentoftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage,1975. 船舶番号又は信号符字 船舶所有者の氏名 船名（及び国際海事機関船舶識別船籍港 又は名称及び住所 Nameofship 番号）Portof registry Nameandaddressof owner Distinctivenumberorletters （andIMOnumber，ifany） 上記の船舶に関し、改正後の船舶油濁等損害賠償保障法第42条の要件を満たす保障契約が締結されていることを証明する。 ThisistocertifythatacontractofinsuranceorotherfinancialsecuritysatisfyingtherequirementsofArticle42oftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage,1975,asamended,isconcludedinrespectoftheabove-namedship. 保障契約の種類 TypeofSecurity 保障契約の期間 DurationofSecurity 保険者及び（又は）保証提供者の氏名又は名称及び住所 NameandAddressoftheInsurer（s）and/orGuarantor（s） 氏名又は名称 Name 住所 Address この証明書は、からまで効力を有する。 Thiscertificateisvalidfromuntil 地方運輸局長 年月日印 運輸監理部長 Director-GeneralofDistrict （dateofissue） TransportBureau  

別
記
様
式
５

（
附
則
第
６
条
関
係
）
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別記様式5（附則第6条関係） 番号第号 （CertificateNumber） 難破物の除去についての責任に関する保険その他の金銭上の保証の証明書 CERTIFICATEOFINSURANCEOROTHERFINANCIALSECURITY INRESPECTOFLIABILITYFORTHEREMOVALOFWRECKS 2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約第12条及び船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律（令和元年法律第18号）附則第2条第1項の規定に従って発給する。 IssuedinaccordancewiththeprovisionsofArticle12oftheNairobiInternationalConventionontheRemovalofWrecks,2007,andArticle2paragraph1ofthesupplementaryprovisionoftheLawforamendmentoftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage,1975. 船舶番号又は信号符字 所有者の氏名又は名称 船名総トン数（及び国際海事機関船舶識別船籍港 及び住所 Nameof ship Gross 番号）Portof registry Nameandaddressof owner Tonnage Distinctivenumberorletters （andIMOnumber，ifany） 上記の船舶に関し、2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約第12条の要件を満たす保険証券その他の金銭上の保証が効力を有していることを証明する。 Thisistocertifythatthereisinforceinrespectoftheabove-namedshipapolicyofinsuranceorotherfinancialsecuritysatisfyingtherequirementsofArticle12oftheNairobiInternationalConventionontheRemovalofWrecks,2007. 保証の種類 TypeofSecurity 保証の期間 DurationofSecurity 保険者及び（又は）保証提供者の氏名又は名称及び住所 NameandAddressoftheInsurer（s）and/orGuarantor（s） 氏名又は名称 Name 住所 Address この証明書は、からまで効力を有する。 Thiscertificateisvalidfromuntil 日本国政府（国土交通省）が、において年月日に発給した。 IssuedbytheGovernmentofJapan,MinistryofLand,Infrastructure,Transport,andTourism, At，On 地方運輸局長 印 運輸監理部長 Director-GeneralofDistrictTransportBureau 発給担当者の署名及び官職 SignatureandTitleofissuing orcertifyingofficial 注 1国の名称を記載するに当たっては、望ましい場合には、証明書の発給が行われる国の権限のある当局の名称をも記載することができる。 2保証の総額につき二以上の供給源がある場合には、それぞれの金額を明示しなければならない。 3保証が二以上の方式で提供される場合には、それらの方式を列挙しなければならない。 4「保証の期間」の欄には、保証が効力を生ずる日を明記しなければならない。 5保険者又は保証提供者の「住所」の欄には、当該保険者又は保証提供者の主たる営業所の所在地を明示しなければならない。適当と認める場合には、保険契約その他の保証契約が行われた営業所の所在地を明示する。 ExplanatoryNotes: 1．Ifdesired,thedesignationoftheStatemayincludeareferencetothecompetentpublicauthorityofthecountrywherethecertificateisissued. 2．Ifthetotalamountofsecurityhasbeenfurnishedbymorethanonesource,theamountofeachofthemshouldbeindicated. 3．Ifsecurityisfurnishedinseveralforms,theseshouldbeenumerated. 4．Theentry"DurationofSecurity"muststipulatethedateonwhichsuchsecuritytakeseffect. 5．Theentry"Address"oftheinsurer(s)and/orguarantor(s)mustindicatetheprincipalplaceofbusinessoftheinsurer(s)and/orguarantor(s).Ifappropriate,theplaceofbusinesswheretheinsuranceorothersecurityisestablishedshallbeindicated. 

 

別
記
様
式
６

（
附
則
第
６
条
関
係
）

別記様式6（附則第6条関係） 番号第号 （CertificateNumber） 難破物保障契約証明書 CERTIFICATEOFINSURANCEOROTHERFINANCIALSECURITY INRESPECTOFLIABILITYFORTHEREMOVALOFWRECKS FORSHIPSNOTCARRYINGOILINBULKASCARGO 船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律（令和元年法律第18号）附則第2条第1項の規定に従って発行する。 IssuedinaccordancewiththeprovisionsofArticle2paragraph1ofthesupplementaryprovisionoftheLawforamendmentoftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage，1975． 船舶番号又は信号符字 船舶所有者の氏名 船名（及び国際海事機関船舶識別船籍港 又は名称及び住所 番号） Nameof Distinctivenumberorletters Portof Nameandaddressof ship （andIMOnumber，ifany） registry owner 上記の船舶に関し、改正後の船舶油濁等損害賠償保障法第50条の要件を満たす保障契約が締結されていることを証明する。 ThisistocertifythatacontractofinsuranceorotherfinancialsecuritysatisfyingtherequirementsofArticle50oftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage,1975,asamended,isconcludedinrespectoftheabove-namedship. 保障契約の種類 TypeofSecurity 保障契約の期間 DurationofSecurity 保険者及び（又は）保証提供者の氏名又は名称及び住所 NameandAddressoftheInsurer（s）and/orGuarantor（s） 氏名又は名称 Name 住所 Address この証明書は、からまで効力を有する。 Thiscertificateisvalidfromuntil 年月日地方運輸局長 印 運輸監理部長 （dateofissue）Director-GeneralofDistrict TransportBureau  

別
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式
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別記様式7（附則第8条関係） 相当証書記載事項変更届出書 年月日 地方運輸局長 殿 運輸監理部長 申請者の氏名又は名称及び住所並び に法人にあってはその代表者の氏名印 郵便番号 電話番号 代理人の氏名又は名称及び住所並び に法人にあってはその代表者の氏名印 郵便番号 電話番号 下記の相当証書について、記載事項の変更があったので、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律（令和元年法律第18号）附則第2条第1項の規定により届け出ます。 変更事項 相当証書相当証書相当証書 変更があった日 の番号の交付年月日の有効期間 新旧 注1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2記載事項が多いときは、適宜二葉以上にわたって記載することができる。 3氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。なお、電子申請を行う場合にあっては、押印又は署名を要しない。  

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通

省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を

取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省

令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

第
１
号
様
式
（
第
５
条
、
第
１
２
条
、
第
１
９
条
関
係
）

第1号様式（第5条、第12条、第19条関係）（令2国交令10・全改、令2国交令98・一部改正） 保障契約証明書交付申請書 年月日 地方運輸局長 殿 運輸監理部長 申請者の氏名又は名称及び住所並び に法人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 代理人の氏名又は名称及び住所並び に法人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 第17条第2項 下記の船舶について、保障契約証明書の交付を受けたいので、船舶油濁等損害賠償保障法第44条において準用する同法第17条第2 第52条において準用する同法第17条第2 項の規定により申請します。 項 ①船名②船舶③国際海④船籍⑤総ト⑥船舶所有者の氏⑦保障契⑧保障契⑨保障契⑩保険者等の氏名⑪備考 及び船番号又事機関船港ン数名又は名称及び住約の種類約の期間約により又は名称及び住所 種は信号舶識別番所並びに法人に補・担並びに法人にあっ 符字号あってはその代表保されるてはその代表者の 者の氏名額氏名 手数料納付欄 収入印紙 注1用紙の大きさは、日本産業規格A列3番又はA列4番とすること。 2記載事項が多いときは、適宜二葉以上にわたって記載することができる。 3不要な文字は、抹消すること。 4船種については、タンカー、貨物船、バージ等の別を明らかにすること。 5国際海事機関船舶識別番号については、当該番号が割り当てられている船舶について記載する。 6保障契約の種類の欄には、船主責任相互保険等具体的に記載すること。 7一の船舶について二以上の保障契約が締結されている場合は、⑦から⑪までの欄については保障契約ごとに記載すること。 
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第
２
号
様
式
（
第
６
条
、
第
１
３
条
、
第
２
０
条
関
係
）

第2号様式（第6条、第13条、第20条関係）（平16国交令94・全改、令元国交令20・令2国交令10・令2国交令98・一部改正） 保障契約証明書再交付申請書 年月日 地方運輸局長 殿 運輸監理部長 申請者の氏名又は名称及び住所並び に法人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 代理人の氏名又は名称及び住所並び に法人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 下記の船舶について、保障契約証明書の再交付を受けたいので、船舶油濁等損害賠償保障法第17条第4項 第44条において準用する同法第17条第4項 第52条において準用する同法第17条第4項 の規定により申請します。 1船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2保障契約証明書の再交付を受けようとする船舶及びその保障契約証明書の内容 保障契約証明書 船名及び船種 の番号 船舶番号又は保障契約証明書 信号符字の交付年月日 国際海事機関保障契約証明書 船舶識別番号の有効期間 船籍港 3保障契約証明書の再交付を受けようとする理由 手数料納付欄 収入印紙 注1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2不要な文字は、抹消すること。 3船舶所有者が申請者と同一の者である場合は、1の欄の記載は要しない。 4国際海事機関船舶識別番号については、当該番号が割り当てられている船舶について記載する。 53の欄には、保障契約証明書が滅失し、損傷し、又は識別が困難となった年月日、場所及び状況を記載するものとし、場所及び状況についてはできる限り詳細に記載すること。  

第
３
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

第3号様式（第8条関係）（令2国交令10・全改・一部改正） 番号第号 （CertificateNumber） 油による汚染損害についての民事責任に 関する保険その他の金銭上の保証の証明書 CERTIFICATEOFINSURANCEOROTHERFINANCIAL SECURITYINRESPECTOFCIVILLIABILITYFOR OILPOLLUTIONDAMAGE 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第7条及び船舶油濁等損害賠償保障法第17条第1項又は第18条第2項の規定に従って発行する。 IssuedinaccordancewiththeprovisionsofArticleⅦoftheInternationalConventiononCivilLiabilityforOilPollutionDamage,1992,andArticle17paragraphlorArticle18paragraph2oftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage,1975. 船舶番号又は信号符字所有者の氏名又は名称 船名船籍港 （及び国際海事機関船舶識別及び住所 番号） Nameof ship Distinctivenumberorletters（andIMOnumber，ifany） Portof registry Nameandaddressof owner 上記の船舶に関し、1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第7条の要件を満たす保険証券その他の金銭上の保証が効力を有していることを証明する。 ThisistocertifythatthereisinforceinrespectoftheabovenamedshipapolicyofinsuranceorotherfinancialsecuritysatisfyingtherequirementsofArticleⅦoftheInternationalConventiononCivilLiabilityforOilPollutionDamage,1992. 保証の種類 TypeofSecurity 保証の期間 DurationofSecurity 保険者及び（又は）保証提供者の氏名又は名称及び住所 NameandAddressoftheInsurer（s）and/orGuarantor（s） 氏名又は名称 Name 住所 Address この証明書は、からまで効力を有する。 Thiscertificateisvalidfromuntil 日本国政府（国土交通省）が、において年月日に発行した。 IssuedbytheGovernmentofJapan,MinistryofLand,Infrastructure,Transport,andTourism,At,On 地方運輸局長 運輸監理部長印 Director－GeneralofDistrict TransportBureau 発行担当者の署名及び官職 SignatureandTitleofissuing orcertifyingofficial 注 1国の名称を記載するに当たっては、望ましい場合には、証明書の発行が行われる国の権限のある当局の名称をも記載することができる。 2保証の総額につき二以上の供給源がある場合には、それぞれの金額を明示しなければならない。 3保証が二以上の方式で提供される場合には、それらの方式を列挙しなければならない。 4「保証の期間」の欄には、保証が効力を生ずる日を明記しなければならない。 ExplanatoryNotes： 1．Ifdesired,thedesignationoftheStatemayincludeareferencetothecompetentpublicauthorityofthecountrywherethecertificateisissued. 2．Ifthetotalamountofsecurityhasbeenfurnishedbymorethanonesource,theamountofeachofthemshouldbeindicated. 3．Ifsecurityisfurnishedinseveralforms,theseshouldbeenumerated. 4．Theentry"DurationofSecurity"muststipulatethedateonwhichsuchsecuritytakeseffect. 

 

第
４
号
様
式
（
第
１
０
条
、
第
１
７
条
、
第
２
４
条
関

係
）

第4号様式（第10条、第17条、第24条関係）（昭51運令35・追加、昭60運令22・平元運令24・平6運令12・一部改正、平8運令7・旧第4号様式繰下・一部改正、平9運令82・一部改正、平10運令25・旧第6号様式繰上、平12運令39・平16国交令94・令元国交令20・令2国交令10・令2国交令98・一部改正） 保障契約証明書記載事項変更届出書 年月日 地方運輸局長 殿 運輸監理部長 申請者の氏名又は名称及び住所並び に法人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 代理人の氏名又は名称及び住所並び に法人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 下記の保障契約証明書について、記載事項の変更があったので、船舶油濁等損害賠償保障法第18条第1項 第44条において準用する同法第18条第1項 第52条において準用する同法第18条第1項 の規定により届け出ます。 保障契約証保障契約証保障契約証変更事項 明書の交付明書の有効変更があった日 明書の番号年月日期間新旧 注1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2記載事項が多いときは、適宜二葉以上にわたって記載することができる。 3不要な文字は、抹消すること。  
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第
５
号
様
式
（
第
１
１
条
関
係
）

第5号様式（第11条関係）（昭51運令35・旧別記様式・一部改正、昭55運令1・平元運令24・平6運令12・一部改正、平8運令7・旧第5号様式繰下・一部改正、平9運令82・一部改正、平10運令25・旧第7号様式繰上、平12運令39・平16国交令94・令元国交令20・令2国交令10・令2環省令31・一部改正） 特定油受取量報告書 年月日 国土交通大臣殿 氏名又は名称及び住所並びに法 人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 担当者の職名及び氏名 船舶油濁等損害賠償保障法第28条第1項又は第2項の規定により、次のとおり報告します。 受取の事由年中の受取量備考 輸入トン その他トン 合計トン 注1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2法第28条第2項の規定により報告する場合は、油受取人ごとに別葉に作成し、備考欄に油受取人についての次の事項を記載すること。 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 郵便番号 電話番号 担当者の職名及び氏名  

第
６
号
様
式
（
第
１
５
条
関
係
）

第6号様式（第15条関係）（令2国交令10・全改） 番号第号 （CertificateNumber） 燃料油による汚染損害についての民事責任に関する 保険その他の金銭上の保証の証明書 CERTIFICATEOFINSURANCEOROTHERFINANCIAL SECURITYINRESPECTOFCIVILLIABILITYFOR BUNKEROILPOLLUTIONDAMAGE 2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第7条及び船舶油濁等損害賠償保障法第44条において準用する同法第17条第1項又は第18条第2項の規定に従って発給する。 IssuedinaccordancewiththeprovisionsofArticle7oftheInternationalConventiononCivilLiabilityforBunkerOilPollutionDamage，2001，andArticle44oftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage，1975，underwhichArticle17paragraph1orArticle18paragraph2ofthelawisappliedcorrespondingly． 船舶番号又は信号符字 所有者の氏名又は名称 船名（及び国際海事機関船舶識別船籍港 及び住所 Nameof 番号）Portof Nameandaddressof ship Distinctivenumberorletters registry owner （andIMOnumber，ifany） 上記の船舶に関し、2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第7条の要件を満たす保険証券その他の金銭上の保証が効力を有していることを証明する。 Thisistocertifythatthereisinforceinrespectoftheabove-namedshipapolicyofinsuranceorotherfinancialsecuritysatisfyingtherequirementsofArticle7oftheInternationalConventiononCivilLiabilityforBunkerOilPollutionDamage，2001． 保証の種類 TypeofSecurity 保証の期間 DurationofSecurity 保険者及び（又は）保証提供者の氏名又は名称及び住所 NameandAddressoftheInsurer（s）and/orGuarantor（s） 氏名又は名称 Name 住所 Address この証明書は、からまで効力を有する。 Thiscertificateisvalidfromuntil 日本国政府（国土交通省）が、において年月日に発給した。 IssuedbytheGovernmentofJapan，MinistryofLand，Infrastructure，Transport，andTourism，At，On 地方運輸局長 印 運輸監理部長 Director-GeneralofDistrict TransportBureau 発給担当者の署名及び官職 SignatureandTitleofissuing orcertifyingofficial 注 1国の名称を記載するに当たっては、望ましい場合には、証明書の発給が行われる国の権限のある当局の名称をも記載することができる。 2保証の総額につき二以上の供給源がある場合には、それぞれの金額を明示しなければならない。 3保証が二以上の方式で提供される場合には、それらの方式を列挙しなければならない。 4「保証の期間」の欄には、保証が効力を生ずる日を明記しなければならない。 5保険者又は保証提供者の「住所」の欄には、当該保険者又は保証提供者の主たる営業所の所在地を明示しなければならない。適当と認める場合には、保険契約その他の保証契約が行われた営業所の所在地を明示する。 ExplanatoryNotes： 1．Ifdesired,thedesignationoftheStatemayincludeareferencetothecompetentpublicauthorityofthecountrywherethecertificateisissued. 2．Ifthetotalamountofsecurityhasbeenfurnishedbymorethanonesource,theamountofeachofthemshouldbeindicated. 3．Ifsecurityisfurnishedinseveralforms,theseshouldbeenumerated. 4．Theentry"DurationofSecurity"muststipulatethedateonwhichsuchsecuritytakeseffect. 5．Theentry"Address"oftheinsurer(s)and/orguarantor(s)mustindicatetheprincipalplaceofbusinessoftheinsurer(s)and/orguarantor(s).Ifappropriate,theplaceofbusinesswheretheinsuranceorothersecurityisestablishedshallbeindicated. 

 

第
７
号
様
式
（
第
１
５
条
関
係
）

第7号様式（第15条関係）（令2国交令10・全改） 番号第号 （CertificateNumber） 一般船舶等保障契約証明書 CERTIFICATEOFINSURANCEOROTHERFINANCIALSECURITY INRESPECTOFCIVILLIABILITYFORBUNKEROILPOLLUTIONDAMAGE FORSHIPSNOTCARRYINGOILINBULKASCARGO 船舶油濁等損害賠償保障法第44条において準用する同法第17条第1項又は第18条第2項の規定に従って発行する。 IssuedinaccordancewiththeprovisionsofArticle44oftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage，1975，underwhichArticle17paragraph1orArticle18paragraph2ofthelawisappliedcorrespondingly． 船舶番号又は信号符字 船舶所有者の氏名 船名（及び国際海事機関船舶識別船籍港 又は名称及び住所 Nameof 番号）Portof Nameandaddressof ship Distinctivenumberorletters registry owner （andIMOnumber，ifany） 上記の船舶に関し、船舶油濁等損害賠償保障法第42条の要件を満たす保障契約が締結されていることを証明する。 ThisistocertifythatacontractofinsuranceorotherfinancialsecuritysatisfyingtherequirementsofArticle42oftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage，1975，isconcludedinrespectoftheabove-namedship． 保障契約の種類 TypeofSecurity 保障契約の期間 DurationofSecurity 保険者及び（又は）保証提供者の氏名又は名称及び住所 NameandAddressoftheInsurer（s）and/orGuarantor（s） 氏名又は名称 Name 住所 Address この証明書は、からまで効力を有する。 Thiscertificateisvalidfromuntil 年月日 （dateofissue） 地方運輸局長 印 運輸監理部長 Director－GeneralofDistrict TransportBureau  
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第
８
号
様
式
（
第
２
２
条
関
係
）

第8号様式（第22条関係）（令2国交令10・全改） 番号第号 （CertificateNumber） 難破物の除去についての責任に関する保険その他の金銭上の保証の証明書 CERTIFICATEOFINSURANCEOROTHERFINANCIALSECURITY INRESPECTOFLIABILITYFORTHEREMOVALOFWRECKS 2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約第12条及び船舶油濁等損害賠償保障法第52条において準用する同法第17条第1項又は第18条第2項の規定に従って発給する。 IssuedinaccordancewiththeprovisionsofArticle12oftheNairobiInternationalConventionontheRemovalofWrecks,2007,andArticle52oftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage,1975,underwhichArticle17paragraph1orArticle18paragraph2ofthelawisappliedcorrespondingly. 船舶番号又は信号符字 所有者の氏名又は名称 船名総トン数（及び国際海事機関船船識別船籍港 及び住所 Nameof Gross 番号）Portof ship Tonnage Distinctivenumberorletters registry Nameandaddressof （andIMOnumber，ifany） owner 上記の船舶に関し、2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約第12条の要件を満たす保険証券その他の金銭上の保証が効力を有していることを証明する。 ThisistocertifythatthereisinforceinrespectoftheabovenamedshipapolicyofinsuranceorotherfinancialsecuritysatisfyingtherequirementsofArticle12oftheNairobiInternationalConventionontheRemovalofWrecks,2007. 保証の種類 TypeofSecurity 保証の期間 DurationofSecurity 保険者及び（又は）保証提供者の氏名又は名称及び住所 NameandAddressoftheInsurer（s）and/orGuarantor（s） 氏名又は名称 Name 住所 Address この証明書は、からまで効力を有する。 Thiscertificateisvalidfromuntil 日本国政府（国土交通省）が、において年月日に発 給した。 IssuedbytheGovernmentofJapan,MinistryofLand,Infrastructure,Transport,andTourism，At，On 地方運輸局長 印 運輸監理部長 Director－GeneralofDistrict TransportBureau 発給担当者の署名及び官職 SignatureandTitleofissuing orcertifyingofficial 注 1国の名称を記載するに当たっては、望ましい場合には、証明書の発給が行われる国の権限のある当局の名称をも記載することができる。 2保証の総額につき二以上の供給源がある場合には、それぞれの金額を明示しなければならない。 3保証が二以上の方式で提供される場合には、それらの方式を列挙しなければならない。 4「保証の期間」の欄には、保証が効力を生ずる日を明記しなければならない。 5保険者又は保証提供者の「住所」の欄には、当該保険者又は保証提供者の主たる営業所の所在地を明示しなければならない。適当と認める場合には、保険契約その他の保証契約が行われた営業所の所在地を明示する。 ExplanatoryNotes： 1．Ifdesired,thedesignationoftheStatemayincludeareferencetothecompetentpublicauthorityofthecountrywherethecertificateisissued. 2．Ifthetotalamountofsecurityhasbeenfurnishedbymorethanonesource,theamountofeachofthemshouldbeindicated. 3．Ifsecurityisfurnishedinseveralforms,theseshouldbeenumerated. 4．Theentry"DurationofSecurity"muststipulatethedateonwhichsuchsecuritytakeseffect. 5．Theentry"Address"oftheinsurer(s)and/orguarantor(s)mustindicatetheprincipalplaceofbusinessoftheinsurer(s)and/orguarantor(s).Ifappropriate,theplaceofbusinesswheretheinsuranceorothersecurityisestablishedshallbeindicated. 

 

第
９
号
様
式
（
第
２
２
条
関
係
）

第9号様式（第22条関係）（令2国交令10・全改） 番号第号 （CertificateNumber） 難破物保障契約証明書 CERTIFICATEOFINSURANCEOROTHERFINANCIALSECURITY INRESPECTOFLIABILITYFORTHEREMOVALOFWRECKS FORSHIPSNOTCARRYINGOILINBULKASCARGO 船舶油濁等損害賠償保障法第52条において準用する同法第17条第1項又は第18条第2項の規定に従って発行する。 IssuedinaccordancewiththeprovisionsofArticle52oftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage,1975,underwhichArticle17paragraph1orArticle18paragraph2ofthelawisappliedcorrespondingly. 船舶番号又は信号符字 船舶所有者の氏名 船名（及び国際海事機関船舶識別船籍港 又は名称及び住所 Nameof 番号）Portof Nameandaddressof ship Distinctivenumberorletters registry owner （andIMOnumber，ifany） 上記の船舶に関し、船舶油濁等損害賠償保障法第50条の要件を満たす保障契約が締結されていることを証明する。 ThisistocertifythatacontractofinsuranceorotherfinancialsecuritysatisfyingtherequirementsofArticle50oftheLawonLiabilityforOilPollutionDamage，1975，isconcludedinrespectoftheabove－namedship． 保障契約の種類 TypeofSecurity 保障契約の期間 DurationofSecurity 保険者及び（又は）保証提供者の氏名又は名称及び住所 NameandAddressoftheInsurer（s）and/orGuarantor（s） 氏名又は名称 Name 住所 Address この証明書は、からまで効力を有する。 Thiscertificateisvalidfromuntil 地方運輸局長 年月日印 運輸監理部長 Director－GeneralofDistrict （dateofissue） TransportBureau  
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